継続雇用制度の対象者の基準に関する労使協定
有限会社○○○○と有限会社○○○○従業員代表とは、定年後の継続雇用に関する対象者の基準に関し、次のとおり協定する。

第1条

定年到達者の継続雇用に関する対象者の基準は、次の各号のすべてに該当する者とする。

1 引き続き勤務することを希望していること

2 60歳到達時で勤続年数が5年以上あること

3 60歳到達前3年間の人事考課が標準（Ｃ）以上であること

第2条

本協定の有効期間は、平成　　年　　月　　日から平成　　年　　月　　日までとする。

ただし、有効期間満了の１ヶ月前までに、会社、会社従業員代表のいずれからも申し出がないときには、更に1年間有効期間を延長するものとし、以降も同様とする。

平成　　年　　月　　日

有限会社○○○○　代表取締役　　○○○○　㊞

有限会社○○○○　従業員代表　　○○○○　㊞

